
令和 年 月 日

令和 年 月 日

課

□

□

□

年 月 津

軽

広

（その他調査及び研究関連／青森県環境計量証明事業者　濃度（大気）） 域

昭和４７年環境庁告示第９号の方法に準じて特定悪臭物質の試料採取及び濃度測定を実施する。

２２項目測定及び６項目測定　各１回 連

・敷地境界線付近　（４地点）

・岩木川流域下水道幹線No.３特殊人孔付近付近　（１地点） 合

（詳細は、令和８年度　津軽広域クリーンセンター特定悪臭物質測定業務仕様書による）

令和 8 年度 起　　案

決　　裁

設 計 担 当 課 総　務　

決裁区分 広域連合長

広 域 連 合 長 決　　裁

事 務 局 長

課 長 （供覧）

事務局長

業 務 名 称

業 務 場 所 課　　長

課長補佐

日間

令和 8 12 18 日迄 係　　長

審　　査

業務委託概要 設 計 者

及 び 仕 様

業 務 委 託 設 計 書

令和８年度　津軽広域クリーンセンター特定悪臭物質測定業務

 弘前市大字津賀野字浅田　地内

設 計 金 額 ￥

委 託 期 間

　津軽広域クリーンセンターにおいて、県との管理協定第５条第１項に基づき、施設から発生
する悪臭原因物が、悪臭防止法で規定する規制基準に適合しているかを確認及び報告する
ため、計量証明事業者による特定悪臭物質濃度測定を委託するものである。

業 務 委 託
施 行 理 由



津軽広域連合

費　目 工　種 種　　別 細　　別 単位 数　　量 単　　価 金      額

業務委託費

津軽広域
クリーンセンター

特定悪臭物質

測定業務

特定悪臭物質濃度

測定費（1回目） 式 1 第1号明細書

特定悪臭物質濃度

測定費（2回目） 式 1 第2号明細書

業務価格

消費税等相当額 式 1

業務委託費計

本　　委　　託　　費　　内　　訳

摘                      　　　 要
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津軽広域連合
 単　　価　　表
明　　細　　書

形 状 寸 法 単位 数　　　　量 単　　　価 金　　　　　　額

4地点　22項目測定
敷地境界線付近 試料採取費、諸経費含む 式 1 第1号代価表

1地点　22項目測定
試料採取費、諸経費含む 式 1 〃

計

名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　要

第　　１　　号 特定悪臭物質濃度測定費（1回目） １式当り

岩木川流域下水道幹線
No.3特殊人孔付近
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津軽広域連合
 単　　価　　表
明　　細　　書

形 状 寸 法 単位 数　　　　量 単　　　価 金　　　　　　額

4地点　6項目測定
敷地境界線付近 試料採取費、諸経費含む 式 1 第1号代価表

1地点　6項目測定
試料採取費、諸経費含む 式 1 〃

計

名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　要

第　　２　　号 特定悪臭物質濃度測定費（2回目） １式当り

岩木川流域下水道幹線
No.3特殊人孔付近
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　第 １ 号　代価表　　　　特定悪臭物質濃度測定費

数 量 単価 金額 数 量 単価 金額 数 量 単価 金額 数 量 単価 金額

1 試料採取 検体 4 1 4 1

2 アンモニア 〃 4 1 4 1

3 メチルメルカプタン 〃 4 1 4 1

4 硫化水素 〃 4 1 4 1

5 硫化メチル 〃 4 1 4 1

6 二硫化メチル 〃 4 1 4 1

7 トリメチルアミン 〃 4 1

8 アセトアルデヒド 〃 4 1

9 プロピオンアルデヒド 〃 4 1

10 ノルマルブチルアルデヒド 〃 4 1

11 イソブチルアルデヒド 〃 4 1

12 ノルマルバレルアルデヒド 〃 4 1

13 イソバレルアルデヒド 〃 4 1

14 イソブタノール 〃 4 1

15 酢酸エチル 〃 4 1

16 メチルイソブチルケトン 〃 4 1

17 トルエン 〃 4 1

18 スチレン 〃 4 1

19 キシレン 〃 4 1

20 プロピオン酸 〃 4 1

21 ノルマル酪酸 〃 4 1 4 1

22 ノルマル吉草酸 〃 4 1

23 イソ吉草酸 〃 4 1

敷地境界線付近（4地点）
試料採取及び22項目測定

希釈汚泥管接続点（1地点）
試料採取及び22項目測定

敷地境界線付近（4地点）
試料採取及び6項目測定

希釈汚泥管接続点（1地点）
試料採取及び6項目測定

計

No. 測定等項目 単 位
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津軽広域連合
単　　価　　表
 明　　細　　書

形 状 寸 法 単位 数　　　　量 単　　　価 金　　　　　　額

測量技師補 1時間(1地点) 人 0.125

測量補助員 1時間(1地点) 人 0.125

計

名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　要

第　　１　　号 試料採取 １検体当り
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